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第３６回那珂市下水道事業審議会 会議録 

 

１． 開催日時 令和４年１１月８日（火） 午後２時００分～午後４時２０分 

 

２．開催場所 那珂市役所 瓜連支所分庁舎 ２階会議室 

 

３．出席者 委員１４名 事務局８名 

 

４．欠席者 委員５名 

 

５．審議会内容 

 

発言者 

 

内容 

司会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。 

本日は、大変お忙しいところ、ご出席をいただきましてありがとうご

ざいます。 

私は本日の進行をさせていただきます、下水道課の秋山と申します。

事務局として８名の職員が出席しております。よろしくお願いいたしま

す。 

 

それでは、会議に入る前に配布した資料を確認させていただきます。 

本日お配りしたものが２枚、会議次第、議事（３）今後のスケジュー

ルについての１枚ずつ、Ａ４の紙となっています。 

 

続いて、先日、郵送にて配布させていただきましたもの３冊です。 

那珂市公共下水道事業経営戦略（案）、Ａ４で冊子になっているもので

す。那珂市農業集落排水事業経営戦略（案）、こちらもＡ４で冊子になっ

ております。投資・財政計画、Ａ３で４枚綴りのものがお手元にあると

思います。 

 

本日資料に不足のある方がいらっしゃいましたら、挙手の方をお願い

いたします。 

大丈夫でしょうか。 
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会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

それでは、第３６回那珂市公共下水道事業審議会を開会させていただ

きます。 

 

 次第の２、勝山文久会長より、ご挨拶をいただきます。 

勝山会長、よろしくお願いいたします。 

 

はい、皆さん、こんにちは。 

第７波が落ち着き、ようやく世の中が戻りつつあるかなという時にぽ

つぽつと第８波の動きが出てきてというところです。 

このような大変な時ですけれども皆さま、本日は５人の方々が欠席と

いうことでそのような中での経営戦略を組んで下さった市の方を含めて

ご出席いただきましてありかどうございます。 

 

那珂市の、これからの下水道計画、集落排水計画を含めて基本的な考

え方をまとめる大事な戦略ですので、皆さま方のご協力をよろしくお願

いいたしまして冒頭のご挨拶とさせていただきます。 

本日はよろしくお願いいたします。 

 

会長、ありがとうございました。 

 

ここからの議事進行は、『那珂市下水道事業審議会設置要綱』第６条第

１項の規定により、「審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる」

とされておりますので、勝山会長に議長をお願いいたします。 

 勝山会長、よろしくお願いいたします。 

 

 はい、規定によりまして議長を務めさせていただきます。 

 委員の皆さま方におかれましては、円滑な議事の進行にご協力よろし

くお願いいたします。 

 

 それでは、議事に入ります。 

開会にあたりまして、事務局より、本日の出席状況を、報告してくだ

さい。 

 

本日の出席状況をご報告いたします。 

委員総数１９名に対し、本日の出席者は１４名ですので、『那珂市下水

道事業審議会設置要綱』第６条第２項に規定する定足数（過半数１０名
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会長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上）に達しており、本審議会は成立していることをご報告いたします。 

 

はい、ありがとうございます。 

 それでは、次第の３、議事に入ります。 

（１）那珂市公共下水道事業経営戦略（案）について、および（２）

那珂市農業集落排水事業経営戦略（案）を議題としたします。 

 （１）と（２）は関連がありますので続けての説明となります。よろ

しくお願いいたします。 

 

はい、それでは説明させていただきます。 

まず、公共下水道事業経営戦略（案）、皆さんのお手元にあります最終

版、こちらから説明させていただきます。 

こちらの紙をご覧ください。１枚目をめくりまして、目次となってお

ります。 

 

本案は、全７章から構成されております。 

各章の記載内容の具体につきましては、それぞれの章でご説明させてい

ただきます。 

 なお、１章から５章までは素案からの修正がありまして、６章と７章

は追加となります。また、前回では令和３年度決算が済んでおりません

でしたので経営指標等は令和２年度までとさせていただいた部分、こち

らにつきましては、令和３年度決算の数値を反映しております。よろし

くお願いします。 

 

それでは、１ページをご覧ください。 

那珂市では「公共下水道事業」と「農業集落排水事業」を経営してお

りますが、平成２６年８月の総務省通知等を受け、平成２８年度に公共

下水道及び農業集落排水事業でそれぞれ、経営戦略を策定しております。 

また、将来にわたり安定的に下水道事業、こちら公共下水道と農業集

落排水ですね、こちらを継続するために、令和２年４月より、地方公営

企業法を適用し、公営企業会計へ移行しました。 

 

公営企業会計に移行したことを契機に、改めて経営環境の変化に対応

し、持続可能な下水道事業を実施していくために、今後の経営指針等を

示す中長期的な計画として「那珂市公共下水道事業経営戦略」、こちらを

策定します。 
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なお、農業集落排水事業についても、本経営戦略と整合を図り、別途

「那珂市農業集落排水事業経営戦略」を策定します。 

 

２ページの図１－１をご覧ください。 

こちら誤字の訂正がございます。 

図１の反映ですね。真ん中の農集集排と書いてありますが、農業集落

排水となります。申し訳ありません。 

こちらは、那珂市の公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽によ

る汚水処理人口と汚水処理人口普及率の推移を示しております。 

令和３年度末現在の汚水処理人口普及率は約８７％に達しています。 

 

３ページの図１－２をご覧ください。 

今回策定する経営戦略は、令和５年度から令和４４年度までの４０年

間の見通しに基づく計画として位置付け、令和５年度から令和１４年度

までの１０年間を計画期間としております。 

なお、那珂市総合計画や茨城県那珂久慈流域下水道全体計画の見直し

時期と重なることから、上位計画との整合性も図ってまいります。 

 

４ページをご覧ください。 

旧那珂町は平成元年、旧瓜連町は平成３年に供用を開始しました。 

令和３年度末現在、人口普及率は５６．３％となっております。 

全体計画面積約３，２６０ｈａのうち、約１，７１０ｈａを事業計画

区域として位置付けており、約１，４４０ｈａが整備済みとなっており

ます。 

処理区域内人口、人口普及率、管渠延長は令和３年度末の数字を更新

しております。 

 

５ページの図２－１をご覧ください。 

こちら青色の区域が公共下水道全体計画区域になります。併せて緑色

の線で示しました区域は農業集落排水の処理区域です。 

 

６ページをご覧ください。 

図２－２には、公共下水道の人口普及率の状況を示しております。 

人口普及率は、平成２４年度の４５．３％から令和３年度末には   

５６．３％まで順調に伸びております。ここからの指標は令和３年度決

算を反映しております。 



 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ページをご覧ください。 

図２－３には、年度別の管渠整備延長を示しております。 

 

８ページをご覧ください。 

ここからは、那珂市の公共下水道事業の経営状況について、類似団体

と比較しながら、次の３つの視点から整理しております。 

次ページ以降に詳細を示しています。 

 

９ページをご覧ください。 

施設の効率性を把握するに当たりまして有用な指標の１つであります

下水道接続率について整理しております。 

下水道接続率を向上させることは下水道使用料収入の増加に繋がるた

め、企業経営の健全化の観点から非常に重要な指標となっております。 

下水道接続率は、整備区域の拡大に伴って一時的に低下しており、令

和３年度の下水道接続率は８９．８％と、類似団体のこちら令和２年度

の数字ですが、こちらの９２．３％と比較してやや低い傾向にあります。 

 

平成３０年度の下水道接続率は９６．２％となっておりましたので、

この水準まで下水道接続率を引き上げ、下水道使用料収入を確保し経営

の効率化を目指していく必要があります。 

先ほども言いましたが、参考までに、類似団体平均は国の集計が進ん

でおりませんので、令和２年度の数値が最終となっております。 

 

１０ページをご覧ください。 

有収水量と使用料収入について整理しております。 

整備区域の増加に伴い、有収水量や使用料収入は増加傾向にあります。 

ただし、将来的には人口減少に伴う使用料収入の減少が見込まれるこ

とから、今後は、使用料改定を含め、財源の確保に関して検討を進める

必要があります。 

 

なお、下の図３－２におきましては、令和元年度までのグラフと令和

２年度以降のグラフを分けて示しおります。これは令和２年度より公営

企業会計に移行したことにより、使用料収入の算定方法が異なるために

分けております。 

 

１１ページをご覧ください。 
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使用料単価について示しております。 

本市の令和３年度の使用料単価は１トンあたり１６１円となっており

ます。 

総務省から示されている適正な使用料の単価は、１トン当たり１５０

円以上と示されており、この水準に到達しておりますが、今後も国の動

向や汚水排出量等の状況を注視し、安定的な経営に努める必要がありま

す。 

 

１２ページをご覧ください。 

経費回収率の状況について説明しております。 

経費回収率は、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料でまかな

えているかを表した指標であり、使用料水準等を評価することができま

す。 

使用料で回収すべき経費を全て使用料でまかなえている状況が、経費

回収率１００％となるため、経費回収率は１００％以上とすることが望

ましいとされております。 

 

当市は、令和３年度には、全国平均及び類似団体平均よりも高く、１

００％となっております。 

今後も経費回収率が１００％以上となるように、適正な使用料収入の

確保に加え、管渠への不明水の流入対策等により、汚水処理費の削減に

も努めていく必要があります。 

 

１３ページをご覧ください。 

企業債残高の状況について整理しております。 

企業債残高は減少傾向にあります。平成２７年度に約１０５億円あっ

た企業債残高は、企業債償還額より新規発行額を抑制してきたことから、

令和３年度には１０１億円弱まで減少しております。 

 

今回は企業債の種別で右から青と緑と黄色になっておりますが、その

種別で色分けしております。 

今後も投資計画と合わせて、建設改良債や資本費平準化債など企業債

ごとに分析し、残高の縮減に努める必要があります。 

 

１４ページをご覧ください。 

企業債残高対事業規模比率の状況について整理しております。 
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企業債残高対事業規模比率は、使用料収入に対する企業債残高の割合

であり、企業債残高の規模を表す指標です。 

類似団体や全国平均と比較しても高い水準にあります。 

今後は、改築更新費が想定されますが、企業債の新規発行額を企業債

償還額より小さくなるように抑制するなど、投資計画と合わせて、企業

債残高に注視していきます。 

 

こちら補足となりますが、１３ページの企業債残高と１４ページの企

業債残高の対事業規模比率ですが、１４ページの企業債残高対事業規模

比率、こちらは指標となっておりますので、こちらの順序を入れ替える

べきと考えております。 

 

１５ページをご覧ください。 

公共下水道事業の現状と課題について整理しております。 

公共下水道の整備状況にきましては、平成元年の供用開始から約３０

年が経過していますが、図３－７に示しました通り、全体計画区域のう

ち事業計画区域に定めていない区域がある状況です。 

 

１６ページをご覧ください。 

②の公営企業会計への移行につきましては、令和２年度より地方公営

企業法を適用し、公営企業会計へ移行したことから、これまで以上に効

率的な下水道事業の運営が求められる状況となっております。 

その中で、使用料に関しましては、定期的に見直しのための検討を行

い、現在では適正な単価である１トン当たり１５０円以上となっており

ます。 

 

また、汚水処理に必要な経費を使用料でどの程度賄えているかを示す

経費回収率も向上してきており令和３年度には１００％となっておりま

す。 

申し訳ございません。こちら、令和２年度ではなく令和３年度に修正

させていただきます。 

 

③の公共下水道事業を取り巻く環境につきましては、脱炭素化に向け

た取り組み、新型コロナウイルス感染症等への対策という新たな社会的

課題が加わっています。 

このような状況の中で、「公衆衛生の向上」、「公共用水域の環境保全」



 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

といった下水道が果たすべき機能を維持することが改めて認識され、日

常生活に密接にかかわる下水道事業をどのように維持し、将来へ引き継

ぐのか、そのあり方を見直していく必要があります。 

 

１７ページをご覧ください。 

課題について、説明いたします。 

①の人口減少社会における課題につきましては、当市においても人口

減少は進んでおりますが、今後、市内でも比較的人口密度が低い地区に

下水道整備の対象が移っていきます。 

下水道の整備に伴いまして、下水道区域内人口は当面増加していきま

すが、整備完了後には下水道計画区域内人口の減少が見込まれるため、

安定的な経営を維持するために整備区域の見直し等が必要になります。 

 

②の保有する資産の老朽化における課題につきましては、公共下水道

の主な資産である管渠の標準的な耐用年数は５０年とされている中で、

昭和５０年代から昭和６０年代の事業着手初期に整備された管渠が既に

３０年を経過しております。 

これまでに整備した管渠を５０年後に更新すると１８ページの図３－

８、こちらになります。 

示しますように令和２０年頃から大きな更新需要のピークを迎えるこ

とが想定されます。 

 

このことから、管渠の長寿命化による更新時期の延伸や将来の更新需

要を平準化するためのストックマネジメント計画の策定に着手していく

ことが必要となります。 

 

１９ページをご覧ください。 

公共下水道事業の現状と課題の整理結果を表３－１に示しておりま

す。 

事業の現況としましては、新規整備により、今後も処理区域内人口は

増加していくことが見込まれる状況ですが、人口減少に伴う処理区域内

人口が減少する時期が、その後到来すると考えられます。 

一方で、公共下水道の管渠は、整備から４０年近くが経過しており、

管渠の標準的な耐用年数は 50年であることから、今後老朽化した管渠が

増加することが見込まれます。 

短期間では大きな問題とならなくとも、人口が減少し、管渠の老朽化
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が進行する将来に備え、今から対策を実施していくことが必要となりま

す。 

 

施設の効率性につきまして、当市の下水道接続率は、令和３年度末現

在８９．８％であり、類似団体の平均と同程度となっております。今後

は、下水道の整備済み区域の接続率向上に加え、新規に整備する区域の

早期接続を促し、汚水処理事業を効率的に実施していくことが課題と考

えてります。 

 

なお、事業計画区域内の未整備区域約２７１ｈａにつきましては、令

和８年度までの整備完了、こちら概成と言いますが、目指します。 

経営の健全性につきましては、使用料単価は総務省が示す適正単価の

水準となっております。経費回収率につきましては、今後も１００％以

上で維持するために、汚水処理費の削減に向けた取り組みにより経営の

効率化を進める必要があると考えております。 

 

財政状態の安全性につきましては、企業債残高は減少傾向にあります

が、今後は、施設の老朽化に伴って改築更新が必要になってまいります

ので、施設の長寿命化等の施策を実施しながら、企業債の発行抑制に努

めていくことが必要と考えております。 

 

２０ページをご覧ください。 

経営戦略における基本方針及び経営目標を示しております。 

１の経営戦略における基本方針では、公共下水道事業の現状、課題を

踏まえて、４つの基本方針を定めました。 

 

基本方針Ⅰは、下水道の本来の目的である「環境負荷の低減」としま

した。 

下水道事業は「公衆衛生の向上」、「公共用水域の水質保全」といった

大きな役割を担っておりますので、これからも公共下水道の整備を進め

つつ、合併処理浄化槽による処理方法も検討しながら、市内の水環境の

向上を実現していくこととしました。 

また、近年は地球環境問題への貢献といった役割も下水道事業に求め

られておりますが、当市では下水処理場を持たないことから、県や那珂

久慈流域下水道関係市町村と連携し、流域下水道における地球環境への

負荷低減を進めていくこととしました。 
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基本方針Ⅱは、公営企業会計への移行を契機に「安定した経営基盤の

確立」としました。 

今後は、改築更新需要による建設費が見込まれます。ストックマネジ

メント計画を策定し、投資の平準化を図り、計画的に改築更新を実施し

ていくこととしました。 

また、持続的･安定的な下水道事業の経営に向けて、適切に収益を確保

するため５年ごとに使用料を見直すこととしました。 

 

２１ページをご覧ください。 

基本方針Ⅲは、重要なライフラインである下水道を継続して使用して

いただけるよう「安心・安全な生活の実現」としました。 

生活と密接で重要なライフラインである下水道の機能を維持するた

め、適切な改築更新の実施、管渠の耐震性の向上、予防保全型の維持管

理への移行による陥没事故等の未然防止に取り組んでいくこととしまし

た。 

また、下水道の業務継続計画に基づく訓練を定期的に実施し、災害時

の体制の強化を図るとともに、結果等を踏まえ BCP を定期的に見直して

いくこととしました。 

 

基本方針Ⅳは、公共下水道事業の経営状況等を公開し市民の皆様にご

理解いただけるよう「情報の公開」としました。 

公共下水道事業を運営していくためには市民の皆様の理解が必要不可

欠であるため、事業内容や経営状態について、ホームページ等を通して

市民の皆様への情報提供を充実させていくこととしました。 

 

２２ページをご覧ください。 

経営指標と経営目標を示しております。 

持続的･安定的な下水道事業の経営に向けて、適切に収益を確保するこ

とが重要となります。そのため、５年ごとに使用料の見直しのための検

討を行うことしました。 

 

なお、経営分析により、経営上の課題の把握や将来見通しを的確に行

い、効率的･効果的な事業運営に努めることとしました。 

また、経営指標としては、適切な収益確保の指標として「経費回収率」、

「経常収支比率」、「企業債残高対事業規模比率」の３つの指標を対象と
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し、管理していきます。 

 

各指標の目標値は、表４－１に示しましたように、経費回収率と経常

収支比率の目標は１００％以上としました。また、企業債残高対事業規

模比率については、投資計画等との整合を図りながら記載した比率を目

標としておりまして、計画年度以降も改善を図るよう努めます。 

 

２３ページをご覧ください。 

経営の基本方針に基づく取組について示しております。 

４つの経営の基本方針を達成するために、当市の下水道事業が取り組ん

でいく施策を表５－１に示しました。 

表５－１中の基本方針欄に４つの基本方針を、取組内容欄に基本方針に

対する取り組みを、施策欄には具体的な施策を示しております。 

 

２４ページをご覧ください。 

「基本方針Ⅰ：環境負荷の低減」に基づく取組内容として示しており

ます。 

（１）の水環境の向上では、①に市広報や戸別訪問による接続率の向

上、②に新規整備事業の推進、③に流域下水道と連携した水環境向上の

施策の実施を上げ、これらに施策の実施により、公共用水域への放流負

荷を低減することとしました。 

 

（２）の脱炭素社会への貢献では、①に省エネ化・省資源化の推進を

挙げ、県と協力した省エネ化、管渠工事等へのより環境負荷の小さい施

工方法の採用、省コスト化、省資源化技術の導入などによる環境負荷の

低減を目指すこととしました。 

こちらは最近のニュース等の報道だと、カーボンニュートラルという

言葉がよく叫ばれておりますが、そちらの方の表現に注視する形となり

ます 

 

２５ページをご覧ください。 

「基本方針Ⅱ：安定した経営基盤の確立」に基づく取組内容として、

２５ページから２８ページに示しております。 

（１）適切な事業規模への見直しでは、①全体計画区域の見直しとし

て、令和３年３月に公表した全体計画見直し方針を踏まえ、全体計画を

見直すこととしました。 
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色分けについては不鮮明であった部分を修正させていただいておりま

す。 

 

２６ページをご覧ください。 

農集の経営戦略と整合性をとるため、広域化・共同化計画に基づく施

設の統廃合の検討、こちらを加えております。老朽化や維持管理費の増

大などの農業集落排水施設の課題の解消を図る内容となっております。 

各地区の施設の耐用年数や更新する場合の更新費用、公共下水道へ接

続する場合の接続費用等を比較し、効果が見込まれる地区から順次接続

する検討をしております。現時点ではこちらで挙げている３地区で効果

が見込まれると予測しております。 

 

（２）適切な改築更新と維持管理の実施では、①にストックマネジメ

ント計画の策定及び実行を挙げ、ストックマネジメント計画を策定し、

適切に改築更新を実施していくこととしました。 

 

２７ページをご覧ください。 

②に管路のカメラ調査等による点検調査の強化とデータベースの構築

検討を挙げました。 

また、維持管理情報をストックマネジメント計画へ反映するためのデ

ータベースの構築について検討することとしました。 

 

２８ページをご覧ください。 

（３）公営企業会計に基づく適切な経営状況の把握と収支構造の適正

化について、 

①企業債償還年数の短縮による企業債残高の平準化では、起債償還年

数を見直し、企業債残高の平準化を図ることとしました。 

 

②経費回収率の改善では、汚水処理費の削減を目的にストックマネジ

メント計画の策定とも連携した侵入水対策を実施していくこととしまし

た。 

また、経費回収率の改善に向けたロードマップを作成し、定期的に見

直しを行い、適正な使用料単価となるように定期的に使用料体系を検討

することとしました。 

 

③公営企業会計による経営状況の適切な把握と情報公開では、公営企
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業会計における経営状況を迅速かつ的確に把握した上で、ホームページ

等で分かりやすく情報公開していくこととしました。 

④市広報等による啓発。こちらの方は広報等を利用して接続率の向上

を目指します。 

 

２９ページをご覧ください。 

執行体制の強化では、民間活用の検討、ＩＴ化、ＤＸ（デジタルトラ

ンスフォーメーション）の推進を挙げました。 

民間活用の検討では、執行体制の課題を整理し、必要に応じてＰＰＰ

やＰＦＩといわれる民間活力導入について検討することとしました。 

 

ＩＴ化、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進では、下

水道施設の維持管理情報の蓄積と蓄積したデータを活用したストックマ

ネジメント計画への反映、多くの基数を管理しているマンホールポンプ

の監視制御システム、汚水流量計の遠方監視システムの導入など、ＩＴ

化等のデジタル化を推進し業務の効率化を目指すこととしました。 

 

３０ページをご覧ください。 

「基本方針Ⅲ：安心・安全な生活の実現」に基づく取組内容として示

しております。 

下水道施設の機能維持では、下水道施設の耐水化、予防保全型の維持

管理による陥没事故等の防止を挙げ、浸水被害によるマンホールポンプ

等の機能停止の防止、ストックマネジメント計画に基づく予防保全型維

持管理を実施することとしました。 

 

（２）災害時の対応能力の強化では、①にマンホールトイレの設置、

②に下水道ＢＣＰに基づく訓練の実施と定期的な見直しを上げ、被災時

の対応能力の強化を図っていくこととしました。 

こちら、①と②は順序を入れかえる予定でおります。 

 

３１ページをご覧ください。 

「基本方針Ⅳ：情報の公開」に基づく取組内容として示しております。 

財政・経営状況や接続率・料金等に関する情報の公開では、①にホー

ムページや広報を用いた情報共有の充実、②にマンホールカードを用い

たＰＲを上げ、市民の皆様に下水道事業への理解・関心を深めていただ

くため情報公開していくこととしました。 
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３２ページをご覧ください。 

第６章では投資財政計画について示しております。 

１．建設改良費は、今後の整備計画を踏まえて設定し、投資計画に対

応する財源は、過去の決算状況や実施計画から見込んであります。当市

では既認可で未整備の区域がまだありまして、これからも新規整備が継

続すると見込んでおります。 

 

現在の認可区域が令和８年で概成となるよう進めておりまして、それ

に伴い新たな認可区域の拡大を設定し未整備地区の整備を進めていくこ

とでの計画を設定しています。 

また、将来負担の軽減から企業債は新規発行額を抑制していくことと

しております。 

 

具体的には毎年度の元金償還金を新規発行額が超えないように設定

し、返済額が多い状態を継続することで残高を減少させていきます。 

年度によって建設改良費が増減するのは、管渠によって国補の該当の

有無があり、整備費が増減することとなっております。 

流域下水道建設負担金は県の那珂久慈流域下水道事業にかかる建設改

良費の市町村負担分となり、県の整備計画では整備費は大きな増減がな

いことから、同等額で推移することとしています。 

 

３３ページをご覧ください。 

使用料収入について、人口の推移予測から接続戸数の増より人口減の影

響が次第に増していきます。これにより減少傾向に転じる見込みとなっ

ております。 

 

また、広域化・共同化への取組に伴い、農業集落排水処理地区の統合

予定地区を順次公共下水道へ接続することにより、その地区分の使用料

の増加が見込まれます。 

予測では収入減の影響は経費の減少で微細に抑えられることから、当

面は使用料の見直しは不要と考えられますが、収支に注視し５年ごとの

検討を行っていきます。 

こちら、人口推移のグラフを下に付ける予定で考えております。 

 

３４ページをご覧ください。 
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企業債残高は、前で説明したように新規発行額を抑制していくことで減

少が見込まれております。 

令和３年度末で残高が約１０１億円であったのが、既発行分は償還に

より減額していき、新規発行分は償還額とのバランスをとりながら発行

額を抑制していくことで、令和１４年度で７９億円弱、令和４４年度で

４５億円弱になると見込んでおります。 

また、広域化・共同化の影響は農業集落排水では令和２年に整備事業

が完了し新規発行が今後はないことから、こちらにつきましては大きな

影響はないと見込んでおります。 

 

３５ページをご覧ください。 

投資以外の経費の減価償却費は、公営企業会計に移行した令和２年度以

降に発生する会計処理であり適切な期間損益計算を行うために、固定資

産の取得価額を耐用年数に応じて各年度の費用として配分するもので

す。 

 

今後の減価償却費の推移は、以前の建設改良費が多額であった年度の

ものが影響していることもあり令和１６年頃まで増加しますが、それ以

降は減少に転じます。 

また、広域化・共同化による農集の各地区を順次公共へ統合する影響

で、減価償却費が統合年度に増加しますが、農集は新規整備がないこと

からその後は減少に転じることとなります。 

 

３６ページをご覧ください。 

流域下水道維持管理負担金は、当市は県の事業である那珂久慈流域下水

道に接続していることから年間の汚水処理量に応じて発生する費用とな

り、計量結果等により負担しております。 

 

新規整備による供用開始区域の拡大が今後も続くことと既整備区域内

で開発等により接続戸数が増加することから令和８年までは処理人口が

増加する見込みですが、それ以降は人口減少の影響を受け汚水処理量も

減少し、維持管理負担金も減少に転じる見込みとなっております。 

また広域化・共同化で農集の各地区が順次接続する年度に増加し、そ

の後は人口減等による地区内の汚水処理量の減少の影響で維持管理負担

金も減少する見込みです。 

なお、一番下に記載しておりますが、維持管理負担金の単価が令和 4
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年度に改定されており、今後も定期的な改定が予想されますが、現時点

では最新の単価で算定しております。 

 

３７ページをご覧ください。 

次ページ以降に示す、表の数値について、費用・収益等の算定条件を

示しております。昨年度までの決算状況や社会情勢等を考慮し設定して

おります。 

収益的収支について、営業収益の使用料収入は下水道へ接続している

皆様からいただいている使用料の収入額になります。その他は申請や検

査等に係る手数料等の収入となります。 

 

営業外収益の補助金は一般会計からの繰入金等です。企業債償還金等、

使用料で賄うべきでない費用へ充当します。長期前受金戻入は資産の減

価償却費に含まれる補助金等相当額を収益化する費用になります。その

他は原子力立地交付金等になります。 

 

営業費用の経費で、動力費は処理場等の光熱水費等になり、公共では

該当がありません。修繕費は施設の修繕等に充てる費用となります。材

料費は資材購入費等になります。その他の光熱水費はマンホールポンプ

の電気料等になります。通信運搬費は異常発生等を連絡する専用線の使

用料です。委託料は施設管理等の業務委託料になります。 

営業外費用の支払利息は企業債償還利子となります。 

 

資本的収支について、資本的収入の企業債は建設改良費に充てる企業

借入金収入になります。他会計補助金・他会計負担金は一般会計からの

繰入金になります。国・県補助金は建設改良費に充てる補助金になりま

す。工事負担金は整備により下水道が使用できるようになる土地に面積

に応じていただく受益者負担金となります。 

 

資本的支出の建設改良費は管路等整備に係る費用となります。流域下

水道建設負担金は那珂久慈流域下水道が施設整備等を行うことによる市

町村負担分の費用になります。企業債償還金は償還元金になります。 

 

３８ページをご覧ください。 

先ほど説明しました算定基準で将来収支予測したものが表となってお

り、３８、３９ページが収益的収支の令和４年度から令和１４年度まで
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の表です。４０、４１ページが資本的収支となります。 

 

収益的収支は経営や維持管理に該当し、収入は使用料収入、一般会計

からの繰入金、長期前受金戻入等となり、支出は職員人件費、光熱水費、

通信運搬費、委託料、流域下水道維持管理負担金、企業債償還利子等と

なります。 

資本的収支は建設改良に該当し、収入は企業債借入、一般会計からの

繰入金、国県補助金、受益者負担金等になり、支出は職員人件費、企業

債償還元金等になります。 

収入計と支出計の差額が損益となっております。 

 

このページでは令和５年から令和１４年までを記載しておりますが、

経営戦略の冊子としてはこの１０年を計画期間としており、長期間の見

込みの表としましては、別にお配りしておりますＡ３横書きの表が向こ

う４０年分までの収支予測となっております。あわせてご覧ください。 

 

主に企業債元利償還金が大きいことから令和１２年頃に現金残高が少

なくなりますが、先に説明しました通り、企業債の新規発行額を抑制し

ていくことから欠損金が発生せずに推移する見込みとなっております。 

 

４２ページをご覧ください。 

投資・財政計画の総括として、今後も経常損益は利益が発生すること

で推移し、また経常収支比率は１００％に近い数値でほぼ推移し、安定

した経営が維持できる見込みとなっております。 

 

今後は企業債発行額を抑制していくことにより、企業債残高が減少し

ていくことから指標の企業債残高対事業規模については低くなってい

き、経営の安定性が高くなっていくことが見込まれます。 

今後発生する、広域化・共同化への取り組みや改築更新事業を考慮し

設定してはおりますが、下水道を取り巻く社会環境等の変化や下水道事

業に求められる役割は常に変化しており、今後も定期的に見直しを行い

経営の安定に努めます。 

 

４３ページをご覧ください。 

第 7 章の進行管理ですが、本計画は令和５年～令和１４年の１０年間

の計画となっております。 
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ＰＤＣＡサイクルの考え方を活用し定期的な進捗管理と適宜見直しを

行います。また、経営分析による評価・検証は毎年実施し、令和９年に

経営戦略の中間見直しを行う予定です。 

こちらのページの下にＰＤＣＡサイクルの表を入れる予定で考えてお

ります。 

 

４４ページ以降につきましては、用語解説となっております。 

公共下水道事業経営戦略素案につきましては以上となりまして、次に

もう１つの冊子の農業集落排水事業の経営戦略素案を説明させていただ

きます。 

続いて説明してもよろしいでしょうか。 

 

みなさん、質問することがあると思いますので、一旦切った方がいい

と思います。 

 

これから農業集落排水の経済比較の計画、重複する部分もありますが、

一旦切りまして、質疑の方を受けたいと思います。 

 

それでは問題がある方、もし今までのところで気が付いた点等があり

ましたら、メモとかでも結構なので。 

集落排水の方と関連する項目が出てくると思いますので、ちょっとお

休みをした上で最初に説明、最後にトータルとしてご質問の方向でいか

がでしょうかね。 

 

ちょっといいですか。 

 

はい、どうぞ。 

 

はい。２９ページ。執行体制の強化、①民間活用の検討ということで、

４行書いてあります。 

これだけでは詳しい中身は分かりませんが、結論から言うと、私は反

対します。 

 

世界では１９８０年代から、イギリスから民営化の流れがずっと世界

で、３７カ国で民営化をやられていて、２０１５年辺りから世界中でそ

れを再び民営化を無くすということが今、進んでいます。 
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再び市町村の民営化、再民営化するというのは、今、フランスではパ

リで１９８４年から民営化をやられていて、値段が、料金が値上がりさ

れて２．２５倍、料金が値上がりした。２０１２年にそれをやめて、現

在８％値下げしています。 

 

日本では、浜松市で２０１８年に日本で初めて民営化を提案しまして、

住民の反対で延期になりました。所有権が市、運営は民間でした。 

憲法２５条で生存権、それから公衆衛生の向上、そういうことで水道

法に書かれております。これは改定されました。 

 

２９ページの民間活用というのは経営改善と経費削減だと思います。

もし、水道事業へ民間企業が参入するということは経済界の長年の希望

です。これは美味しい事業ですから、それをやれば人員の削減、会社で

すから。それとサービスの低下、それから財務の不透明化ではないそう

いうことが予想されます。 

特に災害時などは住民が非常に困ると思います。現在の水道事業の経

験やノウハウは、これはすぐには民間の会社とかには理解できない重要

なことだと思います。以上です。 

 

ありがとうございました。 

今の質問は民間活用の検討ですね。ここは決まりではないのですよね。

先ほどの話は方針ということで。 

 

先ほどのお話ですが、今もお話に出ましたが、浜松の事例・事案とい

うのは水道。水道の方が住民から反発を得まして、市長さんはやりたか

った。けれども水道事業はできなかったという話ですね。 

下水道につきましては、浜松市は大きい処理区を持っていまして、

元々、浜松市は下水道については県が流域で整備した処理施設を持って

いた、県が持っていたのですけれども、政令指定都市になりまして、移

管を受けた形ですね。移管を受けて、これもまた処理の維持管理費が非

常に大変だと。 

ということで市長さんが色々と考えまして、処理場について民間活用

できないだろうかと考えて、日本で初めて処理場の施設の民間活用を行

ったというのが経緯です。 

 

下水道のことでいきますと、我々も全部が全部民間活用というのを考
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えているわけではなくて、そういう事例がありますので、もしそういう

民間で活用できるものがあればそういう協力体制をとっておきながら、

お互いメリット、デメリットがありますから、そういったものは今後検

討するものがあれば、必要性があるのではないかかというところでござ

いまして、民間に全部投げるというのは考えておりません。 

 

あとフランスの話がちょっと出たと思うのですが、実はフランスの民

間活用、民間に全部移管したと。実際にはやっぱり民間での使用料が上

がって大変だったと、最終的にはフランスはまた民間だったものを公共

に戻したと。公共に戻したけれども、実際に民間で投げていた民間の職

員を全員、公務員にしてしまったという裏話がありますけれども、いず

れにしましても、下水道の方としましては全体的に民間という考えは持

ってはいないということですので、ご安心いただければと思います。 

 

よろしいですね。 

 

はい。 

 

ちょっと今、気が付いた点だけ。 

先ほどお話いただいたのですが、集落排水の説明を聞いてから最後、

総括して両方のご意見をお伺いするという形で進めていきたいと思うの

ですが。いかがでしょうか。 

 

よろしいでしょうか。 

はい、休憩も済んだと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

はい、それではですね。 

今度は農業集落排水事業経営戦略、こちらの説明に移らせていただき

ます。 

こちら公共下水道事業経営戦略（案）と同じく全７章から構成されて

おります。各章の記載内容の具体につきましては、それぞれの章でご説

明させていただきます。 

 

それでは、１ページをご覧ください。 

１ページと２ページは経営戦略策定の趣旨を示しており、公共下水道

事業経営戦略と同内容ですので、説明は割愛させていただきます。 
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２行目は全体です。公共下水道と農業集落排水と合併処理浄化槽、全

体を足して８７％に達しております。 

 

３ページの図１－２、こちらをご覧ください。 

こちらも第２次那珂市総合計画等の上位計画と整合を図っておりまし

て、農業集落排水では、ストックマネジメント計画に相当する最適整備

構想を、令和２年度に供用開始した酒出地区を除く６地区で策定してお

ります。 

 

４ページをご覧ください。 

旧那珂町の７地区で平成６年から順次、地区ごとに供用を開始しまし

た。下の表の２－１ですね。こちら７地区になっております。 

なお、令和２年に供用開始した酒出地区を最後に農集の整備は完了し

ております。 

 

５ページをご覧ください。 

図２－１に示しました地区ごとに着色されている区域が農業集落排水

の処理区域となっております。併せて破線で示した区域が先ほど公共で

示しました青の部分、こちらが公共下水道全体計画区域となっておりま

す。 

 

６ページをご覧ください。 

図２－２には、農業集落排水の人口普及率の状況を示しております。 

人口普及率は、平成２４年度の１０．６％から令和３年度には    

１３．７％まで順調に伸びております。ここからの指標は令和３年決算

を反映しております。 

 

７ページの図２－３が、年度別の管渠整備延長を示しております。 

 

８ページをご覧ください。 

ここからは、那珂市の農業集落排水事業の経営状況について、類似団

体と比較しながら、次の３つの視点から整理しております。 

 

９ページをご覧ください 

施設の効率性を把握するに当たり有用な指標の１つである下水道接続

率について整理しております。 
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下水道接続率を向上させることは下水道使用料収入の増加に繋がるた

め、企業経営の健全化の観点から非常に重要な指標となっております。 

下水道接続率は、酒出地区が供用開始間もないこともあり、令和３年

度の下水道接続率は８２．３％と類似団体８４.７％と比較してやや低い

傾向にあります。 

今後は下水道接続率を引き上げ、下水道使用料収入を確保し経営の効

率化を目指していく必要があります。 

 

１０ページをご覧ください。 

有収水量と使用料収入について整理しております。 

令和２年まで整備区域の増加に伴い、有収水量や使用料収入は増加傾

向にあります。ただし、将来的には人口減少に伴う使用料収入の減少が

見込まれることから、今後は、使用料改定を含め、財源の確保に関して

検討を進める必要があります。 

なお、３－２におきましては、公共下水道と同様、令和元年度までの

グラフと令和２年度以降のグラフを公営企業適用のため分けて示しまし

た。 

 

１１ページをご覧ください。 

使用料単価について整理しております。 

本市の令和３年度の使用料単価は１トンあたり１５５．６円となって

おります。 

総務省から示されている適正な使用料の単価は、１５０円ですので、

この水準に到達しておりますが、今後も国の動向や汚水排出量等の状況

を注視し、安定的な経営に努める必要があります。 

 

１２ページをご覧ください。 

経費回収率について整理しております。 

経費回収率は、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料でまかな

えているかを表した指標であり、使用料水準等を評価することができま

す。 

使用料で回収すべき経費を全て使用料でまかなえている状況が、経費

回収率１００％となるため、経費回収率は１００％以上とすることが望

ましいとされております。 
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しかし、全国平均でも１００％を大きく下回っており、当市の令和３

年度は全国平均及び類似団体平均よりも低く、５３．５％となっており

ます。 

将来に渡り経営の安定化を図るため、適正な使用料収入の確保に加え、

省コスト型処理施設への更新等により、汚水処理費の削減にも努めてい

く必要があります。 

 

１３ページをご覧ください。 

企業債残高の状況について整理しております。 

企業債残高は、酒出地区等の新規整備に伴いわずかに増加傾向にあり

ましたが、令和２年度で整備完了したことにより、減少していくことが

見込まれます。 

今後は、改築更新費が想定されますが、企業債償還額より新規発行額

を抑制するなど、投資計画と合わせて、残高に注視していきます。 

 

１４ページをご覧ください。 

企業債残高対事業規模比率の状況について整理しております。 

令和２年まで整備を行っていたことで増加傾向であったのが完了した

ことにより、令和３年から減少に転じておりますが、類似団体や全国平

均と比較して高い水準にあります。 

今後は、世代間の公平性や経営状態の安全性を考慮し、企業債残高が

減少していくよう発行の抑制等について検討していきます。 

 

１５ページをご覧ください。 

農業集落排水事業の現状と課題について整理しております。 

①の農業集落排水の整備状況につきましては、平成６年の供用開始か

ら約２５年が経過しており、平成２３年までに供用開始した６地区につ

いては、これまでに策定した最適整備構想等に基づき、汚水処理施設や

管渠を適切に更新し、効率的な汚水処理事業を実施していくことが必要

となります。 

なお、令和２年に供用開始した酒出地区については今後他の地区と同

様に、必要な時期に最適整備構想等を策定します。 

 

１６ページをご覧ください。 

②の公営企業会計への移行につきましては、公共下水道と同様に令和

２年度より地方公営企業法を適用し、公営企業会計へ移行したことから、
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これまで以上に効率的な下水道事業の運営が求められる状況となってお

ります。 

 

その中で、使用料に関しましては、定期的に見直しのための検討を行

い、現在では適正な単価である１トン当たり１５０円以上となっており

ます。 

ただし、経費回収率は令和２年度時点で５３．５％と低い傾向にあり

ます。 

 

③の農業集落排水事業を取り巻く環境につきましては、脱炭素化に向

けた取り組み、新型コロナウイルス感染症等への対策という新たな社会

的課題が加わっています。 

農業集落排水事業におきましても、公共下水道と同様に、「公衆衛生の

向上」、「公共用水域の環境保全」といった機能を維持することが改めて

認識され、日常生活に密接にかかわる農業集落排水事業をどのように維

持し、将来へ引き継ぐのか、そのあり方を絶えず見直していく必要があ

ると考えております。 

 

１７ページをご覧ください。 

（２）の農業集落排水事業の課題について、説明いたします。 

①の人口減少社会における課題につきましては、当市においても人口

減少は進んでおり、整備が完了した農業集落排水の各地区においても人

口減少が見込まれるため、長期的には使用料も減少していくことが想定

されます。 

 

②の保有する資産の老朽化における課題につきましては、各地区の処

理施設に設置されている機械設備や電気設備類の老朽化が挙げられま

す。 

処理施設に設置された設備類の耐用年数は一般的に１０年から２０年

程度とされておりますので、設備類の老朽化の程度に応じて更新してい

くことが必要となります。 

 

１８ページの図３－８は管渠整備延長と更新時期のグラフとなってお

ります。 

 

１９ページをご覧ください。 
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農業集落排水事業の現状と課題の整理結果を表３－１に示しておりま

す。 

事業の現況としましては、近年の整備区域の拡大により、人口普及率

は増加時傾向にあります。今後は、接続率の上昇により接続人口は増加

していくことが見込まれます。 

 

ただし、将来的には人口減少により区域内人口が減少する時期が来る

と考えられます。 

短期間では大きな問題とならなくとも、人口が減少し、管渠の老朽化

が進行する将来に備え、今から対策を実施していくことが必要と考えて

おります。 

 

施設の効率性につきまして、接続率は類似団体の平均より一時的に低

い状況にありますが、今後は酒出地区の接続率を早期に引き上げるとと

もに、その他地区の接続率を向上させることで効率的に汚水処理事業を

実施していくことが課題と考えてります。 

こちらについては公共下水道と同じです。省略させていただきます。 

 

２０ページをご覧ください。 

経営戦略における基本方針及び経営目標を示しております。 

こちらの方は、やはり公共下水道と同じように４つの基本方針の方を

挙げております。 

 

農業集落排水につきましては、処理施設を有しているため、基本方針

Ⅰにおいて、適切な処理施設の運営により、地球環境への負荷低減を進

めていくことを追加して記載しております。 

その他につきましては、公共下水道と同様のため、割愛させていただ

きます。 

 

２２ページをご覧ください。 

経営指標と経営目標も、公共下水道と同様に示しております。 

こちらについては、各指標値は、経費回収率は最終的には６０％、経

常収支比率は１００％以上といたします。また、企業債残高対事業規模

比率については、記載のとおりとしています。 

 

２３ページをご覧ください。 
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こちらも公共下水道事業と同様になっておりますので、割愛させてい

ただきます。 

 

２４ページをご覧ください。 

「基本方針Ⅰ：環境負荷の低減」につきましては、（１）の水環境の向

上では、公共下水道と同様としました。 

（２）の脱炭素社会への貢献では、省エネ化・省資源化の推進を挙げ、

処理施設の更新時には、より環境負荷が小さい機器を導入し、省エネ化

を促進するとともに脱炭素社会の構築に向け貢献することとしました。 

 

２５ページをご覧ください。 

「基本方針Ⅱ：安定した経営基盤の確立」につきましては、２５ペー

ジから２８ページに示しております。 

先ほども公共でお話ししましたが、広域化・共同化計画に基づく施設

の統廃合の検討として、今挙げている３地区で考えております。 

 

２６ページをご覧ください。 

ストックマネジメント計画に基づくのは、農集の方では最適整備構想

で挙げておりますので、こちらの方で酒出地区も今後は構想を進めてい

くかと思います。 

 

また、管路のカメラ調査等につきましては公共下水道と同様になって

おります。 

 

点検調査の強化とデータベースの構築検討を挙げました。 

また、②の処理施設の設備点検や管路のカメラ調査等の点検調査の強

化とデータベースの構築検討につきましては、農業集落排水においては、

処理施設の維持管理も重要となりますので、「処理施設の設備点検」につ

いて記載しております。 

２７ページから３０ページにつきましては公共下水道事業のものと同

内容ですのでこちらの方は割愛させていただき、３１ページまで進みま

す。 

第６章では投資財政計画について示しております。 

建設改良費は、農業集落排水整備事業は酒出地区を最後に令和２年度

に完了したことにより、今後新規整備はありませんが、整備済みの施設

改築更新等が必要になっていくことから、改築更新費を見込んでおりま
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す。 

また、広域化・共同化への取組により該当する地区ごとに順次、農集

から公共への接続を実施していくため、改築更新費も減少する見込みと

なっております。 

 

３２ページをご覧ください。 

使用料収入は、令和３年度決算額を基準に将来の人口減少見込みから

推計しております。令和２年度に供用開始した酒出地区の接続率向上に

伴い増加しますが、その後は人口減少の影響により減少傾向に転じる見

込みとなっております。 

破線になっている部分、公共下水道へ接続する地区は順次減少する予

定となっております。 

 

３３ページをご覧ください。 

企業債残高につきましては、令和３年度末が約４４億円、これから新規

整備がないため減少傾向となりまして、４０年で企業債の償還が完了す

る予定となっております。 

 

投資以外の経費の減価償却費は、こちらにつきましては公共下水道で

も説明した通り公営企業会計に移行した後、当市では令和２年度以後に

発生する会計処理となっております。 

こちらも該当する地区ごとに順次公共下水道へ接続することから、減

少する見込みとなっております。 

 

３５ページをご覧ください。 

こちらにつきましては公共下水道で説明したとおりですので説明は割

愛させていただきます。 

 

３６，３７ページが収益的収支、３８，３９ページが資本的収支とな

ります。 

このページでは令和５年から令和１４年までの１０年間を記載してお

り、Ａ３横書きは向こう４０年分の収支予測となっております。 

令和１２年まで現金残高が少なくなりますが、欠損金は発生せずに推

移する見込みとなっております。 

 

４０ページをご覧ください。 
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投資・財政計画の総括として、今後も経常損益は利益が発生すること

で推移し、経常収支比率は１００％以上でほぼ推移して、安定した経営

が維持できる見込みとなっております。 

今後は企業債の新規発行を見込んでいないことにより企業債残高が減

少する見込みであることもあり、指標の企業債残高対事業規模について

は低くなりまして、経営の安定性が高くなっていくことが見込まれます。 

 

また、今後発生する広域化・共同化への取り組みや改築更新事業を考

慮し設定してはおりますが、下水道を取り巻く社会環境等の変化や下水

道事業に求められる役割は常に変化しており、今後も定期的に見直しを

行い経営の安定に努めます。 

 

４１ページの第７章の進行管理は、公共下水道と同様となっておりま

す。 

４２ページ以降は用語解説となっております。 

説明としては以上となります。 

よろしくお願いいたします。 

 

はい、ありがとうございました。 

先ほどの質問ですね。質問されたい方がいらっしゃると思いますが、

一応説明が終わりましたので、公共下水道と農業集落排水をまとめて質

問等がございましたら、挙手の上、ご意見の発表をお願いいたします。 

はい。 

 

ちょっと確認をさせていただきたいのですが。 

公共下水道の方、３３ページ。使用料の収入とのことで、令和８年ぐ

らいに少し上昇傾向だということで。 

ここのところにつきましては区域拡大に伴うもので理解してよろしい

でしょうかね。 

はい、こちらにつきましては先ほど説明させていただきましたが、ま

だ認可で未整備地区がありますので、そちらの新規の区域拡大、こちら

を行いますので、こちらの拡大地区で、もちろん接続していただくとい

う形で使用料増加を見込んでおりますので、その増加分になります。 

 

ありがとうございます。 

あと、引き続きいいですか。いくつかあるものですから。申し訳ない
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です。 

 

有収率っていうのはどの程度なのか分かれば教えていただきたい。 

また、排水原価。使用料に対して排水原価。たぶん算出されているか

と思うのですが、この点、お分かりになれば教えていただきたい。 

あと、いいですか。 

 

具体的にどの辺の項目か、ちょっと教えていただけると。 

 

有収率っていうのは排水量を全体、処理する前の水量ですね。 

料金収入って結局処理した水、その差額ってどのぐらいあるのか。た

ぶん、率で出している部分があると思うのですよ。 

水道でいうと水を作って送ります。その量と各家庭で使った水、その

差って漏水なのか。そういうのがあるわけですよ。 

 

不明水じゃなくて。 

 

そうですね。不明水ですね。 

 

いいですか。 

有収率につきましては、こちら今、手持ちがなくて申し訳ないのです

が、もちろん、先ほど言った汚水の方を流している水量と使用料に跳ね

返っている水量ですね。数字としてはありますが、手元にないので後で

示したいと思います。 

あともう一つは何でしたっけ。 

 

排水の原価というのは分かりますか。 

 

排水の原価ですね。こちらはですね。 

１１ページで使用料単価の状況、こちらで示していまして、こちらに

１６１．５円と今、出ているかと思うのですが、その次のページ、１２

ページ。こちらが経費回収率で１００％なので、ほぼ同額になります。

汚水処理原価というのは。 

 

そうですか。そうすると不明水はないということでよろしいでしょう

か。 
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聞きたいのは排水原価の部分に関しては、処理する部分のお金ですね。

１トン当たりいくらというのはたぶん出ていると思うのですよ。 

必要経費、結局どのぐらい経費、そういったものが負担金とか、利益

で下水道負担金とかそういったものを払うと思うんですが。そういった

ものに対して結局、必要経費の処分。 

なんと言ったらいいかな。そういったかかる金額。１トン当たりかか

る金額がどのくらいなのかというのが知りたかったのですから。 

 

すいません、そちらの方ですね。 

経費としては出ているのですが、手元にないもので、後で示させてい

ただきたいと思います。 

 

はい、わかりました。ありがとうございます。 

あとですね。Ａ３の表の中で、ちょっと分からない部分がありまして、

資本的収支というところで、その中の現金資産残高というところで令和

１１年度辺りになると７００万とか３２２万とかになってくると思うの

ですが。 

これの前に料金の値上げとか、そういったものを考えてらっしゃるの

か、その辺を知りたいのですが。 

 

こちらにつきましては、先ほども言った、例えば欠損費が発生してし

まうとか、その場合は使用料の値上げを検討する必要があるかと思うの

ですが。 

今のところ、こちらは流動資金を使用することで欠損金額が出ないよ

うにし、途中からこちらの方が好転することで今のところはすぐに使用

料という形とはなってはいないですが。 

もちろん社会情勢等で可能性はありますので、そちらの方は随時見直

すという形になるかと思います。 

 

大体わかりました。 

あとですね、農集の方を一緒にした場合に負担金、新たに家を建てて

負担金を納めると、という場合に集落排水の負担金の貰い方をするのか。

公共下水道の負担金の貰い方をするのか。 

その辺はまだ決まってはいないのですよね。 

 

そうですね、先ほども言った統合していく考えは検討しているのです
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けど、そちらの料金等やそちらの方はまだ検討段階ですので今はまだ決

まっておりません。 

 

ありがとうございました。 

あと、集落排水の方で国庫補助金を使って施設を造られたと思うので

すが、そうしますと適正化法ですか、補助金の。その処分期間とか、そ

ういった部分で返還金というようなものが発生する可能性があると思う

のですが。 

その辺はまだできないのでそこはあとで検討されるのだろうと思うの

で、よろしくお願いいたします。 

 

農集の方は農林水産省の補助金をいただいて整備したところですけれ

ども、公共下水道は国交省なのですけれども。昔はあまりお互いの省庁

でいがみ合いというのがあったのですけれども。 

今は国全体としては汚水処理人口普及率をあげましょうと。それを一

致団結してやっているところですので、環境省の合併処理浄化槽もそう

なのですけれども。 

 

この間も、国交省の方とお話をさせていただいたら、国交省もやはり

農林水産省と色々と意見交換をしながら、農林水産省の方も、国交省の

方で公共下水道を切り換えというのは特にそんなに今は厳しくないと。 

やはり今の社会情勢、または各自治体の処理場を持っている負担を考

えていけば公共下水道に切り換えるということは、一定条件を満たせば

国庫補助金の返還はないですよ、ということは農林水産省の方も言って

いますし、国交省の方もそれは承知しているところですので、ここはし

っかりと検討して進めてまいります。 

 

はい、ありがとうございました。 

その他は。 

はい、どうぞ。 

 

すいません、公共下水道の方なのですが。 

公共下水道の３０ページのところで、下水道機能の維持管理というと

ころですか。 

下水道施設の機能維持という件なのですけれども、この中で予防保全

型ということで陥没事故、この防止というのが書いてありますが、菅谷
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地区ではこの前の東関東の時に、３．１１の時に液状化で下水道の施設

が浮き上がっちゃったのが何箇所もあると思うのですけれども。 

この陥没事故等は液状化施設の予防というのはちょっと難しいのでし

ょうかね。それでかなり１週間程度も使えなかったと思うのですが。 

 

今、公共下水道の整備をしている、東日本大震災以降の整備というの

は耐震化にしていますので、あまり液状化が起きないように、例えば埋

め戻し材を砂で埋め戻しているわけではなく砕石で埋め戻していますの

で。 

それと塩ビ管、リブ管というのがあるのですけれども、耐震化にして

いますので、今整備しているところは、地震以降整備しているところは

そういった対策を練っているというところです。 

 

そういった対策を講じた上で今やっているわけですか。 

そうですか、ありがとうございます。 

もう１つ災害関係なのですが、マンホールトイレの設置というのが書

いてあるのですけれども。こういった環境が厳しい中においては、下水

道の企業債ではなくて、国や県の補助金なんか使えるものはどんどんい

れて、災害関連も防災関連も経費ということで財源を別途入れれば結構

運営も楽になると思うのですが、その点はどうでしょうか。 

 

防災課とタイアップしながら、というのもあるのですが、国土強靭化

というのは国も謳っていますので、その辺は関連する各課と検討しなが

ら進めていきたいと思います。 

 

分かりました。ありがとうございます。 

 

その他、ございますか。 

はい。 

公共下水道の１９ページで現状と課題の整理というテーマの一覧表で

ありますが、施設の効率性の中に、令和３年度末で現在８９．８％が接

続率ですよということを謳っていまして、類似団体は平均と同程度だと

いうことなのですが。 

 

今後、この接続率を上げるために訪問したり、聞いたりしたいという

のが対策というか対応したというので伺っておりますが、これは８９．
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８、要するに１０．２％の残りの方が接続していないという理由につい

て大体具体的に掴んでいるのかどうか。 

もし、掴んでいない、使ってはいないよ、それでもし方策としては案

というかメモにして何が原因なのか、接続をしない理由は何なのかとい

うことをアンケートの中で具体的に把握してそれを踏まえて掴んだ方が

いいのではないかと思うのですが。 

 

そのアンケートの中に接続しないと３０万円罰金ですよ、という決め

ごとがございますよというようなことを、それとなく謳うというのがい

いと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

はい、ご質問の話の内容ですけれども、まず、掴んでいるのかという

話なのですけれども、大まかに大体接続されていない方という方はたぶ

ん２つのパターンになるのかと思います。 

 

１つは合併処理浄化槽を使っていると、公共下水道を整備したことよ

って当然切換えはしたいという形なのだけれども、合併処理浄化槽なの

で、当面はまだ切り換えはしないという方がいらっしゃるのが 1つと。 

あともう１つが整備することによって当然接続するという意思表示は

しても、高齢で中々接続するにもお金がかかるというところで二の足を

踏んでいるという方がいるのかなと思っております。 

 

当然、今の汚水処理というのは３つの整備手法、公共下水道、農業集

落排水、合併処理浄化槽の３つになりますのでそれ以外の方、くみ取り

と単独槽の方については水質の保全という観点からは接続していただき

たいのでどちらかというとそのくみ取り槽、単独槽の方を重点的にそこ

はもう接続率の向上のため諮っていきたいという形で考えております。 

 

そうしますと、目標として９５％を狙うという感じになるのですか。

今言われたような方を対象に。金銭的に接続していない方、家庭訪問と

かでの聞き取りとかでそういう接続していない、なんて言いますか。そ

ういう人を対象に進めていくということになるのですか。 

 

下水道法では３年の縛り、公共。供用を開始してから３年以内に接続

しなさいという法律があるのですけれども、これはどちらかと言うと合

併処理浄化槽の方は水質が保全されているので、中々そこについては下
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水道法を適用するというのは無理なのですね。 

 

ですから先ほど、繰り返しになってしまいますが、単独槽とかくみ取

り槽の方を対象に行っていきたいのですけれども、これもまた人的なこ

ともありますのである程度毎年毎年、重点地区を作っていきながら対応

していくのが現実的と考えておりますので、一気にこう接続に切り換え

て何らかの対策を練って考えてらっしゃるかと思うのですけれども。 

中々そこは難しいところでもありますので、随時、強化地区を設けな

がら進めたいというのが手法かと思います 

 

わかりました。 

 

はい、ありがとうございました。 

その他、特に。 

はい。 

 

はい。何件かある中で確認したいことがあります。 

第一に公共の方の１７ページ、保有する資産の老朽化における課題と

いうところで事業着手、初期に整備された管渠は既に３０年が経過して

いますという表記がありますけれども。 

これに対して１９ページの事業の現況、真ん中の段落辺のところから

では、５６年頃から開始され、整備から４０年近くが経過していると。

これは表記としてバラバラな感じがしますのでこれは統一した方がいい

のではないかなと。 

 

老朽化といえば当然一番初期の設計した施設が対象となるかと思いま

すので、やはり４０年というのは老朽化しているということでよろしい

かと思います。 

それからですね、１８ページの表に対してですけれども。これは一般

的な管渠。ちょっと確認したいのですけれども、法定の対応年数として

管渠は５０年でよろしいのですかね。 

そうしますと、令和にいきますと、更新がこの期間に来るものが１１

年とか、１４年とかということだと思うのですけれども、実際にはこれ

だけの量は処理しきれないのですよね。 

 

調査をいれて優先順位を決めてやっていくかと思うのですけれども。 
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始まってからではこれはもう遅すぎるので、早急にこれはストックマ

ネジメントというのをやっていくべきだと思います。 

 

また、管渠以外にも実は放っておけないものがあって、この中で古い

のは機械設備。それから制御盤の電気設備になっていきますね。 

そうしますと、これは耐用年数が非常に短いと思うのですが。制御盤

の中に関しましては電気設備。こちらは１０年か１０年以下。おそらく

は１０年ぐらいになっていくとストックの材料でさえもないという状況

になってくると思うのですよ。 

この辺についてはすでに何回か更新時期が来ていると思うので、その

辺の対処をどうしているのか、というところですね。 

続けていいですか。先にね。 

 

それから３０ページなのですが、「安心・安全な生活の実現」の取組内

容ということで、ここには今申し上げましたストックマネジメントの策

定といったものが目的でして、一番、なんていうんですかね、耐水化。 

あくまで浸水被害のためのものですよ。それ以外にも機能維持ってい

るのがあるのですけれども、これだけに絞ったということは何かありま

したか。 

 

おそらくストックマネジメント自体で全て網羅できちゃうのかなと思

いますので、その下にこう細かいもの。例えば耐水化という。水没しち

ゃうと機能が止まっちゃうってことなのですけれども。 

だとすれば逆にもっと広範囲、最近ですと電気関係ですか。東電とか

のインフラとか問題視されていまして、広域停電なんかも起きているわ

けですけれども。そういった対応に対する処置っていうのは考えている

のかと。その辺を併せて考えた方がいいのではないかなと思います。 

 

それからここの部分の表記なのですけれども、これ農業集落排水の部

分と全く同じ内容なのに微妙に装飾の仕方とか違うのでこれも統一した

方がいいのではないかなと思います。 

 

それからですね。今は暫定的にストックマネジメントの方針計画策定

の取り組みについては考えてはいないのですよね。算定の方法としては

あくまでも現状。平成３年度の修繕費だけでしか考えていないようです

ので。 
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実際には、実際の更新計画を作りまして、それに基づいてやはり、か

なり厳しい財政のようですが、ここに集排なんかが回収率が５０％台と

いうことで、資産の取り崩しなんかして、具体的には起債になってくる

のかなと。 

 

ということでやはり早めにストックマネジメントを設定して、耐用年

数が来る前から始まっておかないと追いつかなくなるのではないかな

と。そういう前を向いて。 

すいません、先ほどの部分についてちょっと、お願いいたします。 

 

整合をはかってくれというところですけども、そこはしっかりと整合

をはからないといけないので、そういったご指摘についてはありがとう

ございます。 

 

主にそのストックマネジメント、修繕計画という話がメインだったか

とは思うのですけれども、まずは維持管理、マンホールポンプとか制御

盤についてはですね日々、これは毎年毎年、メンテナンス保守している

業者さんから数値が上がってきている中で計画的に更新しているのが現

状です。 

 

また早めに対策すべき、した方がいいのではないかというご指摘やご

意見もある。当然ごもっともなところなのですけれども、今の国の方の

考え方をちょっとお話させていただきたいのですが。 

まず国は令和８年度までに未普及対策に力を入れているのが現状で

す。ですので、令和８年度までは、どちらかというと更新事業について

の補助を行うというのが追いついていないというのが現状なのですね。 

 

これは他の市町村の話もあったのですけれども。やはり整備が早くや

っていたところについては時期が来て更新もやっていると。ところが国

の方が未普及対策の方で補助金ばんばん投入しているので補助割れして

いると。実際４６％ぐらいしかつかないという厳しい状況で何とか国の

方でも対応してもらいたいという市町村の方もこの間、ちょっと話があ

りまして。 

 

というわけで那珂市はどちらかと言うと、まだ更新には入らなくても

対応できるとのもありますので、今のところは未普及対策の方で新規の
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方をどんどん整備していくと。それで、ある程度国の方も令和８年度の

方までは未普及対策をするのだと言っていますので、令和９年度以降は

おそらく更新の方に補助金の方が回っていく形になりますから、そうい

ったところも見据えながら、ストックマネジメント計画を立てながら、

進めたいと考えておりますので。 

 

まず今のところは更新というよりは新規の方を整備して時期を見据え

ながら更新をしっかりと進めていくという考えでいます。 

 

よろしいですか。 

 

はい。 

 

特になさそうですか。 

 

はい。いいですか。 

僭越ながら。今までもたびたび発言させていただいたのですが、要す

るにこの企業戦略。いかに使用料と接続率を上げて使用料等を上げてい

くかと。あとはもろもろの起債を少なくするか。簡単に言うとそういう

ことなのだと思いますけども。 

 

公共も農集も同じなのですが。要するに１４ページですか。この公共

の公営企業会計。この右側の黄色い棒グラフがありますけど。 

これを見ると皆さん分かるとおり全国平均、類似団体平均、それに比

べても圧倒的に当市は企業債が多いと。 

ようするにこれに尽きると思うのですよね。いかにこの企業債を抑え

ていく。それで収益を上げると言ったら、やはり接続率を上げる。 

 

これを見ていると本当に素晴らしい言葉が並んでいるのだが、本当に

このとおりに行けばいいことですが。現実的には、本当にじゃあどうや

るのだと。 

これから改築更新がどんどん増えていくし、そういった企業債の借入、

借金にしても当然プラスされていくわけですよね。 

 

ですから私が言いたいのはこれ、この棒グラフですか、この個表にど

うしたらこれ具体的に少なくなるのかということですよね。 
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ですからあと２２ページに経費回収率、計上収支比率、この企業債残

高対事業規模比率。この数字ですよね。本当に大きい。片方、経費回収

率は１００％だと。 

ですから市民の方に対してこれ以上使用料を上げますって言う建前は

ないと思います。ですから、いかに市民の方に使用料を上げますよと言

っても説明がつかない。 

だからなおさら具体的にどうやったら本当にさっき言った表現を、借

金は減らしていけるのかと、非常に不安だと。 

 

具体的に本当に真剣にどうすればこういったものが１円でも減らして

いけるか。 

ですから今言った表の４－１ね。これは実績値が、一番下の企業債残

高対事業規模比率１，９３２％。このグラフを見ても３倍。これが令和

９年だと１，８００％に減らします。令和１０年で１，６００％。 

これはものすごく厳しい数字だと思うのですよ。本当にこんなに、現

実的にこういうことが可能なのかなと非常に不安に思います。 

よっぽど締めてやらないと本当に那珂市の下水道事業はやっていける

のかどうか、本当に考えるべきだと思います。 

 

それとたくさんあるのですけれども。 

私が言いたいのは公共下水道に関してはそうですね。 

やはり農集の方も、農集の４ページですか。この表を見て、皆さん見

て分かるとおり、前から私発言しているので酒出に関しては相当色々と

やっているのだけれども。 

この表もね、ちょっと。令和２年度末時点になぜしているのかと意味

が分からない。令和３年度になぜ書けないのか分からない。令和２年度

でも接続率が３０．６％。この農集に関しては接続１００％にならなけ

ればならない。本来はね。 

皆さん始まる前に皆さんから希望取って、接続しますからで始まって

いるわけですよ。それが酒出は３０％、３０．６％。これ前にも言いま

したけど、これ異常すぎるぐらい異常。実はこれ、市も何かにつっつか

れたら非常に大変なことになるのではないかなと心配しています。 

 

戸多とか鴻巣なんかもまだ７０％ぐらい。こういう接続率を上げない

限り経営は絶対よくならないわけですよね。他の農集に関してはまだ８

０％台もあるし、限りなく１００％にしなくてはいけないわけですよね。 
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農集の１２ページですか、今度は。この表の３－４を見ても、やはり

全国的に見ても回収率は６０％にいかないわけですね。 

おそらくは国の会計検査等にも、おそらく指摘はされているのだと思

います。ですから、これ以上農集はやるなという指標があったのではな

いかと私は想像しているのですけれども。 

 

とてもじゃないけど、やればやるほど借金が全国的に雪だるまに増え

ていくと。公共事業に非常に回収率がものすごく低いわけですよね。 

ですから本当に健全化していくためには、何度も言うように接続率と、

接続率をとにかく上げるということが重要じゃないかなと。 

 

これは本当に具体的にどうするのだということが非常に知りたい。 

また同じように農集の２２ページでこの三項目の項目がありますが、

これだって経営の目標値が令和３年、９年、１０年とありますが、令和

３年は４，１８２。一番下の企業債残高対事業規模比率が、４，１８２％

がたった５、６年で２，６００％まで下げますよと。 

こんなもの数字遊びしか見えないような気がするのですが、非常に厳

しい数字だと思います。 

そこら辺、今一度ちょっとお答えできればありがたいです。 

 

はい、まずは企業債からのお話なのですけども。 

企業債の借入の話ですが、一応下水道課としましては、今現在の方と

しては令和８年度まで。今現在のペースでやっていて概成させると。 

令和９年度からのことについては工事費用の方を抑えて、企業債の借

入も抑えてやっていきたいということで、借入を減らしていくと。 

そういった形でやって、借入を減らそうという形で考えております 

 

続きまして、経費回収率のお話が出ていたかと思うのですが。 

経費回収率が今まで１００％になっているというのは、公費負担分と

いうことで一般会計から負担金というのをいただいておりまして、本来

は企業債の償還金に充てるものですが、こちらの方に充てても構わない

ということで、公費負担分の方を入れさせて１００％という数字を出さ

せていただいているので、１００％となっています。 

ですので、本来ですと公費負担分、皆さまからの下水道使用料をいた

だいたものが増えれば、その分を公費の分を減らせる、という形になり
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ますので、そういった形で下水道使用料をいただきたいという形になり

ます。 

 

あのね、今言った一般会計の、一般会計からの援助を貰っているとい

う。だったら正直にこの公費負担分を抜いて、この回収率に入れればい

いじゃない。 

そしたら極端に言えばこれが７０％とか同じように、要するにそれだ

って借金ですよね。一般会計からの回してもらうというのは。だって公

営企業になっているのだから。 

そうするとこの１００％という数字は見かけの数字であって、本当に

一般会計からの繰入もないのを入れないと、この数字にしかならないの

だよというのを。 

本来であれば示すべきだと。さっき言った企業債に関しても。 

何でしたっけ。忘れてしまった。最初に言ったのは何でしたっけ。 

 

償還金の。 

 

償還金を減らすという。減らすってことは結局収入を上げるというの

になりますよね。 

それだけ工事の工事量が減れば当然、接続できる人間が減って増えな

いのですよ。そうなるとますます経営上、まずいですよね。 

だからそれを堂々と相反するということを言うのはどうなのかなとい

う気がします。私は。 

 

そこら辺の説明を上手くしてくれれば、ありがたいですけどね。 

だからそういう企業債を減らすってことでは接続率は上がらないし、

収入も上がらない。当初予想した以上は上がらない。というふうになる

のだろうね。 

 

まず、地区の方の話になってくると思うのですが、今現在やっている

ところが令和８年度までに概成が終わるという形で。 

 

これからやるところは人口密度の方がさらに減ってくる形ですので、

本来だと同じスピードでやったとしても人口がいないというとこに繋い

でとなっていくと金額は、収入はそこまで見込んでいないという形にな

ってきますので、うちとしてはある程度その部分を踏まえながら、うち
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の方の戦略の中で、下水道の方で繋ぐということを進めていますので、

そこの部分をやっていくという形で。 

工事を、細々となってしまいますが続けていきたい、やっていきたい

というスタンスで考えています。 

 

あの、よく説明は分かります。 

この文章のとおりにいけば素晴らしい印象になっていると思うのです

が、我々の当審議会はどこまで突っ込むべきかという最終的な問題なる

と思うのですが。 

 

私らは本当にこれからの若い人達の負担がなるべく増えないように、

本当に効率よくこの事業をやっていかないと駄目だなというふうに、私

も原点に立ち戻って言っているだけの話であって、本当に真剣に下水道

課の職員さんも一生懸命やっているとは思うのですけれども。 

こういう文句、美辞麗句に踊らせないで、本当に、具体的に、どうや

れば収入が上がって効率的に運営できるかということを１つ考えていか

ないと。 

 

先ほど防災関係の話も出たと思うのですが、簡易トイレがどうのこう

とか今始まったら何十年前の話なのですよね。 

でも、まずそういう防災に関してでも、２０１１年の大地震の時に、

那珂市がどういう被害が出て、どういうことに困って、その対応はどう

したのだろうと。 

 

そういう原点に戻って、どういう問題が起きたかということを全部ピ

ックアップして、それに対して、もう本当に数十年の間に２０１１年と

同等の、それ以上の地震がくるというのは言われているわけですから。 

その時に当市はどういう対応ができるのか。ということも真剣に考え

ないといけないのではないかなと思います。 

はい、すいません。 

いいです。言いたいことは分かりましたので、いいですよ。 

ただ、そういうことを真剣に考えていただきたいということです。 

 

ありがとうございました。 

それから最後にちょっと私の方から。 

下水道。農集もそうなのですが、収入を得る道っていうのはとりあえ
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ず手数料の道しかないと皆さん考えていると思うのですけれど。 

守谷市というところでは処理場ですか。処理場から出る汚泥で消化ガ

ス発電、メタンガス発電ですけど、そういうのをやっているところがあ

る。 

 

それから、他の県なのですけれど。たぶん那珂市は流域下水道でほと

んど動きが取れないと思うのですけど、集落排水ですと年間どれぐらい

の汚水量、汚泥の量ですかね。それが出ると思うですけれども、そうい

うもので、例えばそういうガスとか、メタンガス発電。今の人のメタン

ガスを増やしてエンジン機を回すという発電方式なのですけど。他の県

で、化学反応発電みたいなのをやっているところもある。 

ですから、そういうのを含めて全体計画の中で収入回収を、ちょっと

考えてみていただけるといいのかなと。 

 

まぁ、今回の話では問題ないのですけれども、将来に向けてそういう

ことも考えていただければということで最後に一言。余計な事出させて

いただきました。 

 

その他は何かございませんか。よろしければ。 

以上でよろしいですか。 

はい。特にないようですので、次は。 

 

ちょっといいですか。１つだけ。 

すいません、誤植が見つかりましたので。 

公共の３２ページ。図の６－１の表なのですけれども、これ、建設改

良費内訳なのですけれども、ちょっと誤植がありまして、漢字が変わっ

ておりますので。こちら、建設改良費内訳になります。 

他にも誤植がいくつか見受けられますので、そちらの方はまた見直さ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

その他、特にないようでしたら、今後のスケジュールですね、今後の

スケジュールについて。 

 

それでは、今日お配りしましたＡ４横の今後のスケジュールについて

説明したいと思います。 

はじめに、前回の審議会で開催時期を10月に行うとしておりましたが、
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事務作業等で 11 月の開催となってしまい、申し訳ありませんでした。お

詫び申し上げます。 

 

 では、今後のスケジュールにつきましてですけれど、今年度の審議会

につきましては、全部で３回を予定しております。今日が２回目ですの

で、もう１回、皆さまにご参集していただく予定です。 

 

資料の方から説明しまして、今日が３６回の審議会ですね。庁内会議

の中で１１月２１日に部長会議。そしてそこで協議を行いまして、１１

月２４日に全員協議会と書いてある、こちら議会ですね。全員協議会と

いう名前なのですが、こちらで協議します。 

こちらでの意見を元に修正等を行いまして、年明けまして１月の１９

か２０日の辺りを予定しておりますが、こちらでその修正を行ったもの

で、最終版ですね。こちらで経営戦略の資料を諮問、こちらで答申を行

う予定でおります。 

 

これを行いまして２月の頭に庁議で決定しまして、パブリックコメン

トで市民の方から意見をいただくという形になります。 

その結果で部長会議に報告しまして、やはり全員協議会という形で議会

に報告する。その後に計画の方を公表するという形のスケジュールで考

えております。 

 

ですので、皆さまの方は年明けて１月の中旬から下旬ですね。こちら

の方、もう１回、審議会を同じ形で考えております。 

こちらも日にちが決まりましたらまた、お知らせします。お忙しいと

ころ、大変申し訳ありませんが、よろしくお願いしたいと思います。 

説明としましては以上となります。 

 

はい、ありがとうございました。 

以上で、本日の議題はすべて終了しました。 

 それでは事務局の方にお渡ししたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

 勝山会長、長時間にわたる議事進行、ありがとうございました。 

 次第の４「その他」でございます。 

 委員の皆さまから何かございましたら、挙手の上、ご発言をお願い
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委員 

いたします。 

 

ちょっとよろしいです。 

 

はい。 

 

東海村の処理場ですか。最終終末の。 

あそこは見学できますか。 

 

那珂久慈流域の処理場ですか。 

 

流域処理場です。見学できますか。 

たいした話ではないからいいですけど。 

先ほど、会長の方から話が出たのでどうなっているのだろうと。どう

いう構造になっていて。何かできるアイデアがあるのかと。早々見るこ

とがないもので。 

 

すいません、我々では即答できないことですので、確認しまして回答

させていただきます。 

他にございませんか。 

 

ちょっといいですか。 

 

はい。 

 

何ページかな。 

流域の話が出たので。流域で、使用料、立法メートル当たりいくらと

いうのは何ページでしたかな。あれに二段書きになっていたころで、あ

れはどういう意味でしたっけ。 

何十円、立方メートル当たり。何ページでしたっけ。二段書きになっ

ていて、上が。 

 

３６ページですね。 

基本単価と使用料単価。 

 

これはどういう意味ですか。基本単価と。 
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事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

基本単価というのは那珂市の、那珂市でこの量と基本単価が決まって

いて、それの掛け算で出しているような形で基本単価というのが決まっ

ています。 

基本料金が単価制だと思っていただければ。それぞれの市町村で。 

 

県の流域に払っているお金は結局、結論は５０立方メートル当たり 

５６．５円なのですか。 

 

基本料金の方なので、立法メートル当たり５６．５円という形になり

ます。 

それプラス、基本料金で出ているものを、基本料金を足さなくてはい

けないという形です。 

 

だから結論として、那珂市は県の方に立方メートル当たりいくらお支

払いしているのですか。現在。この足したものでいいのですか。 

 

すいません。基本料金が平方メートルでの割り切りというのが、使用

料単価だとまた違うのですよね、単位数が。 

ですので、きっかり出せるかと言うと出せないような形。有収率が絡

んでいて金額が出てきている。 

 

雨水収量は入っているの。 

 

入っていない。基本単価だけ。 

 

単純な話で、要するに那珂市は県の方に１立方メートル流すたびにい

くら払っているのかっていうのを聞きたかっただけの話なので。 

 

昨年の実績で２億１１００万円です。 

 

立法メートル換算でいくらになるのですか。 

 

去年までは単価、量によってだったのですれけども、今年から二部定

量制と言いまして、基本料金とあとはそれぞれ使った、流した量の二部

単価制に今年から変わりました。 
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委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

司会 

 

 

今年から変わったのですか。 

 

今年度からですね。 

前は例えば１００トン流せば１００トン×５６．７円をかけたものを

支払っていた。 

基本は、見方は変わりましたけれども、そんなに金額の増減はないで

す。上がりは少ない。 

 

合わせた数字に近い感じなのですね。 

 

そうですね。昨年が２億１０００万、２億１６００万ですか。 

 

はい。すいませんでした。 

 

下水道の料金収入は５億円あって、営業費用として、負担金としてそ

れだけ払っていると。あとは管路の維持管理費とかそういったものがあ

ってですね。 

公共下水道の方は営業収益より、営業外費用ですね、費用は収入で賄

えている。ただ農業集落排水は処理施設を持っていますから、そこの維

持管理費が相当高くなってしまっている。料金収入が約８０００万しか

ないところで営業費用だけで１億２０００万かかっていますから。 

 

ですから農集は本当にもう金喰い虫なのですよ。 

 

その分は市の方から補填という形で補助金なり、負担金という形で対

応していくと。 

 

それは市民の税金ですよね。ひと限りの営利を貰うために一般の市民

から負担してもらっているわけだから。 

それは考え方が、やはり農集の方とは本当に真剣に考えないとあれか

なと思いますけどね。 

すいませんでした。 

 

それで先ほど質問がありました、下水の処理場の話なのですけども、

見学ですが。今調べたところ、今現在ですとコロナの影響で中止してい
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 るということです。 

それでコロナがあければ見ることができるようになるのかなという形

になります。 

 

他に何かございますか。 

 ないようでしたら、以上をもちまして、第３６回那珂市下水道事業審

議会を閉会いたします。 

長い時間ありがとうございました。お疲れ様でした。 

 


